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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスク（１０）、コンテント層であって該コンテント層の上に符号化されたコンテ
ントを有するようになったコンテント層（２２）、及び電圧制御光学変更層（２４）を含
む光ディスクであって、前記電圧制御光学変更層（２４）は、前記コンテント層（２２）
に重なっており、さらに前記光ディスク（１０）は、
　電圧出力を有するＲＦＩＤタグ（１８）を含み、該ＲＦＩＤタグ（１８）は、問合せ信
号の有無に基づいて該電圧出力が変わるように前記信号に応答し、前記電圧制御光学変更
層（２４）は、前記ＲＦＩＤタグ（１８）と動作可能に接続され、前記電圧制御光学変更
層（２４）は、前記信号が前記ＲＦＩＤタグ（１８）に印加され、該ＲＦＩＤタグ（１８
）が前記電圧制御光学変更層（２４）への電圧出力において適切な電圧信号を提供しない
限り、該コンテント層（２２）の少なくとも一部分が光ディスク読取装置（２８）によっ
て読み取られるのを防止することができる、
ことを特徴とする光ディスク。
【請求項２】
　前記電圧制御光学変更層（２４）は、液晶材料、圧電材料、及び制御可能な鏡面から成
る群から選択された材料を含むことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク。
【請求項３】
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）は、前記電圧出力を変える前に所定のデータシーケンスに応
答することを特徴とする請求項１に記載の光ディスク。
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【請求項４】
　前記電圧制御光学変更層（２４）は、前記コンテント層（２２）を読み取ることができ
る１つの状態と該コンテント層（２２）を読み取ることができない１つの状態の２つの状
態で安定な材料を含むことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク。
【請求項５】
　前記光ディスク（１０）は、ＤＶＤ、オーディオＣＤ、ソフトウエアＣＤ、ＣＤＲＷ、
及び追記型ＣＤから成る群から選択されたディスクを含むことを特徴とする請求項１に記
載の光ディスク。
【請求項６】
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）は、１２５ｋＨｚ、１３．５６ＭＨｚ、９１５ＭＨｚ、及び
２４５０ＭＨｚから成る群から選択された中心周波数付近の周波数帯域に対して応答する
ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク。
【請求項７】
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）は、適切な問合せ信号を受け取ると、前記コンテント層（２
２）が読取可能であるように前記電圧制御光学変更層（２４）を第２の状態に無期限に変
更させる電圧を出力することを特徴とする請求項１に記載の光ディスク。
【請求項８】
　前記コンテント層（２２）は、適切な信号の存在とは無関係にアクセス可能な遠隔位置
に接続するためのデータを提供するコンテントを含むことを特徴とする請求項１に記載の
光ディスク。
【請求項９】
　前記電圧制御光学変更層（２４）は、前記コンテント層（２２）を、適切な問合せ信号
に曝された後に所定量の時間の間読取可能にすることを特徴とする請求項１に記載の光デ
ィスク。
【請求項１０】
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）は、問合せ装置（３２）によって生成された問合せ信号に応
答することを特徴とする請求項１に記載の光ディスク。
【請求項１１】
　光ディスク（１０，５０）上のコンテントを制御する方法であって、
　コンテントを光ディスク（１０，５０）上に保存する段階を含み、前記方法は、コンテ
ント層（２２）及び該コンテント層（２２）に重なっている電圧制御光学変更層（２４）
を用意する工程及び前記光ディスクにＲＦＩＤタグ（１８）を用意する工程を含み、
　前記方法はさらに、前記電圧制御光学変更層（２４）によって、前記電圧制御光学変更
層（２４）に動作可能に接続された前記ＲＦＩＤタグ（１８）に対する所定の信号が不在
の場合に、前記コンテント層（２２）からのコンテントの少なくとも一部分の読取りを妨
げる段階を含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記コンテントがソフトウエアであることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　問合せ装置（３２）によって、前記光ディスク（１０，５０）に近接して前記所定の信
号を生成する、段階を更に含むことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　光ディスク読取装置（２８）によって、前記所定の信号を生成する前に遠隔位置と連絡
する段階を更に含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記光ディスク読取装置（２８）によって遠隔位置と連絡する段階は、ネットワーク（
３６，３８）上で遠隔位置と連絡する段階を含むことを特徴とする請求項１４に記載の方
法。
【請求項１６】
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　前記光ディスク読取装置（２８）によって遠隔位置と連絡する段階は、前記問合せ装置
（３２）によって前記所定の信号を生成する前に遠隔位置において支払い業務を開始する
段階を更に含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記電圧制御光学変更層（２４）に動作可能に接続されたＲＦＩＤタグ（１８）に対す
る所定の信号が不在の場合に、前記コンテント層（２２）からのコンテントの読取りを妨
げる段階は、光ディスク読取装置（２８）が該コンテントへアクセスすることを、該光デ
ィスク読取装置（２８）による該光ディスク（１０，５０）の表面からの戻り信号の確保
を妨げることによって、前記電圧制御光学変更層（２４）によって防止する段階を含むこ
とを特徴とする請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記光ディスク読取装置（２８）による光ディスク（１０，５０）の表面からの戻り信
号の確保を妨げる段階は、液晶材料、制御可能な鏡面材料、及び圧電材料から成る群から
選択された材料を使用する段階を含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記所定の信号を受け取ると、前記ＲＦＩＤタグ（１８）で出力電圧を生成する段階を
更に含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）の前記出力電圧を使用して、前記光ディスク（１０，５０）
上の電圧制御光学変更層（２４）の品質を該ディスク（１０，５０）が光ディスク読取装
置（２８）によって読取可能になるように変更する段階を更に含むことを特徴とする請求
項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記光ディスク（１０，５０）上にコンテントを保存する段階は、ＤＶＤ（１０，５０
）上にビデオコンテントを保存する段階を含むことを特徴とする請求項１１又は１２に記
載の方法。
【請求項２２】
　前記電圧制御光学変更層（２４）に動作可能に接続されたＲＦＩＤタグ（１８）に対す
る所定の問合せ信号が不在の場合に、前記コンテント層（２２）からのコンテントの読取
りを妨げる段階は、遠隔位置からの許可を確保した後に該コンテントに対する光ディスク
読取装置（２８）によるペイ・パー・ビュー・アクセスを選択的に可能にする段階を含む
ことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項２３】
　光ディスク（１０，５０）上の情報を保護する方法であって、
　コンテントを光ディスク（１０，５０）上に保存する段階を含み、前記方法は、コンテ
ント層（２２）及び該コンテント層（２２）に重なっている電圧制御光学変更層（２４）
を用意する工程及び前記光ディスクにＲＦＩＤタグ（１８）を用意する工程を含み、
　前記方法はさらに、前記電圧制御変更層（２４）によって、前記電圧制御光学変更層（
２４）に動作可能に接続されたＲＦＩＤタグ（１８）に対する所定の信号が不在の場合に
、前記コンテント層（２２）からのコンテントの少なくとも一部分の読取りを妨げる段階
を含み、
　さらに、光ディスク（１０，５０）をＲＦＩＤタグ（１８）及び電圧制御光学変更層（
２４）に動作可能に接続する段階と、
　所定の信号が不在の場合に前記光ディスク（１０，５０）上のコンテント層（２２）の
少なくとも一部分がアクセス不能であるように、前記電圧制御光学変更層（２４）を前記
ＲＦＩＤタグ（１８）で制御する段階と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　前記電圧制御光学変更層（２４）を制御する段階は、レーザが前記コンテント層（２２
）から読み取る又はこれに書き込むことができないように、前記ＲＦＩＤタグ（１８）の
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出力電圧を使用して前記電圧制御光学変更層（２４）の屈折率を変更する段階を含むこと
を特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記電圧制御光学変更層（２４）を制御する段階は、液晶材料、圧電材料、及び制御可
能な鏡面材料から成る群から選択された材料を制御する段階を含むことを特徴とする請求
項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記所定の信号で前記光ディスク（１０，５０）に問合せする段階を更に含み、
　前記光ディスク（１０，５０）に問合せする段階は、光ディスク読取装置（２８）に一
体化された問合せ装置（３２）で該光ディスク（１０，５０）に問合せする段階を含むこ
とを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　前記所定の信号で前記光ディスク（１０，５０）に問合せする段階を更に含み、
　前記光ディスクに問合せする段階は、光ディスク読取装置（２８）とは別の問合せ装置
（３２）で該光ディスク（１０，５０）に問合せする段階を含むことを特徴とする請求項
２３に記載の方法。
【請求項２８】
　前記所定の信号で前記光ディスク（１０，５０）に問合せする段階を更に含み、
　光ディスク読取装置（２８）によって、遠隔位置から前記所定の信号を生成する許可を
確保する段階を更に含むことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２９】
　前記光ディスク（１０，５０）のコンテント層（２２）へのアクセスを前記所定の信号
に曝された後に所定量の時間の間許可する段階を更に含むことを特徴とする請求項２３に
記載の方法。
【請求項３０】
　光ディスク（１０，５０）の使用を制御する方法であって、
　コンテントを光ディスク（１０，５０）上に保存する段階を含み、前記方法は、コンテ
ント層（２２）及び該コンテント層（２２）に重なっている電圧制御光学変更層（２４）
を用意する工程及び前記光ディスクにＲＦＩＤタグ（１８）を用意する工程を含み、
　前記方法はさらに、前記電圧制御光学変更層（２４）によって、前記電圧制御光学変更
層（２４）に動作可能に接続された前記ＲＦＩＤタグ（１８）に対する所定の信号が不在
の場合に、前記コンテント層（２２）からのコンテントの少なくとも一部分の読取りを妨
げる段階を含み、
　さらに、光ディスク（１０，５０）をＲＦＩＤタグ（１８）及び電圧制御光学変更層（
２４）に動作可能に接続する段階と、
　所定の信号が不在の場合に前記光ディスク（１０，５０）上のコンテント層（２２）の
少なくとも一部分がアクセス不能であるように、前記電圧制御光学変更層（２４）を前記
ＲＦＩＤタグ（１８）で制御する段階と、
を含み、
　前記光ディスク（１０，５０）をＲＦＩＤタグ（１８）に動作可能に接続する段階は、
光ディスク（１０，５０）にＲＦＩＤタグ（１８）を取り付ける段階を含み、
　前記電圧制御光学変更層（２４）を制御する段階は、
　所定の信号で前記光ディスク（１０，５０）に問合せする段階と、
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）から出力電圧を生成する段階と、
　前記出力電圧を電圧制御光学変更層（２４）に直接的に印加し、該電圧制御光学変更層
（２４）の光学特性が変化して、コンテントをコンテント層（２２）から読み取ることを
可能にする段階と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項３１】
　前記所定の問合せ信号を送信する許可を確保するために、光ディスク読取装置（２８）
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によって、遠隔位置と連絡する段階を更に含むことを特徴とする請求項３０に記載の方法
。
【請求項３２】
　遠隔位置と連絡する段階は、問合せ装置（３２）で遠隔位置と連絡する段階を含むこと
を特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　光ディスク読取装置（２８）で前記光ディスク（１０，５０）を読み取る段階を更に含
むことを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　光ディスク読取装置（２８）で前記光ディスク（１０，５０）に書込む段階を更に含む
ことを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３５】
　前記光ディスク（１０，５０）からソフトウエアをインストールする段階を更に含むこ
とを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３６】
　前記光ディスク（１０，５０）をジュークボックスにインストールする段階を更に含む
ことを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３７】
　前記光ディスク（１０，５０）上に機密情報を保存し、前記所定の信号が存在する場合
以外はそこへのアクセスを妨げる段階を更に含むことを特徴とする請求項３０に記載の方
法。
【請求項３８】
　前記所定の信号が存在する場合に、前記光ディスク（１０，５０）上のオーディオコン
テントへのアクセスを許可する段階を更に含むことを特徴とする請求項３０に記載の方法
。
【請求項３９】
　前記所定の信号が不在の場合に、前記光ディスク（１０，５０）上の前記オーディオコ
ンテントへのアクセスを拒否する段階を更に含むことを特徴とする請求項３８に記載の方
法。
【請求項４０】
　前記所定の信号が存在する場合に、前記光ディスク（１０，５０）上のビデオコンテン
トへのアクセスを許可する段階を更に含むことを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項４１】
　前記所定の信号が不在の場合に、前記光ディスク（１０，５０）上の前記ビデオコンテ
ントへのアクセスを拒否する段階を更に含むことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記出力電圧を電圧制御光学変更層（２４）に直接的に印加し、該電圧制御光学変更層
（２４）の光学特性が変化して、コンテントをコンテント層（２２）から読み取ることを
可能にする段階は、双状態の電圧制御光学変更層（２４）の状態を第１の状態から第２の
状態に変化させる段階を含み、
　前記電圧制御光学変更層（２４）は、前記第２の状態に無期限にとどまる、
　ことを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項４３】
　前記出力電圧を電圧制御光学変更層（２４）に直接的に印加し、該電圧制御光学変更層
（２４）の光学特性が変化して、コンテントをコンテント層（２２）から読み取ることを
可能にする段階は、液晶材料の屈折率を変更する段階を含むことを特徴とする請求項３０
に記載の方法。
【請求項４４】
　前記出力電圧を電圧制御光学変更層（２４）に直接的に印加し、該電圧制御光学変更層
（２４）の光学特性が変化して、コンテントをコンテント層（２２）から読み取ることを
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可能にする段階は、鏡面の反射特性を変更する段階を含むことを特徴とする請求項３０に
記載の方法。
【請求項４５】
　前記出力電圧を電圧制御光学変更層（２４）に直接的に印加し、該電圧制御光学変更層
（２４）の光学特性が変化して、コンテントをコンテント層（２２）から読み取ることを
可能にする段階は、圧電材料の形状を変化させる段階を含むことを特徴とする請求項３０
に記載の方法。
【請求項４６】
　前記所定の信号で光ディスク（１０，５０）に問合せする段階は、支払い業務中の小売
り環境で前記光ディスク（１０，５０）に問合せする段階を含むことを特徴とする請求項
３０に記載の方法。
【請求項４７】
　前記所定の信号で光ディスク（１０，５０）に問合せする段階は、該光ディスク（１０
，５０）上のコンテントに対するアクセスの購入を希望する消費者からの支払いを確保し
た後に、所定の問合せ信号で該光ディスク（１０，５０）に問合せする段階を含むことを
特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項４８】
　ジュークボックスでの盗難を阻止する方法であって、
　コンテントを光ディスク（１０，５０）上に保存する段階を含み、前記方法は、コンテ
ント層（２２）及び該コンテント層（２２）に重なっている電圧制御光学変更層（２４）
を用意する工程及び前記光ディスクにＲＦＩＤタグ（１８）を用意する工程を含み、
　前記方法はさらに、前記電圧制御変更層（２４）によって、前記電圧制御光学変更層（
２４）に動作可能に接続されたＲＦＩＤタグ（１８）に対する所定の信号が不在の場合に
、前記コンテント層（２２）からのコンテントの少なくとも一部分の読取りを妨げる段階
を含み、
　さらに、光ディスク（１０，５０）をＲＦＩＤタグ（１８）及び電圧制御光学変更層（
２４）に動作可能に接続する段階と、
　所定の信号が不在の場合に前記光ディスク（１０，５０）上のコンテント層（２２）の
少なくとも一部分がアクセス不能であるように、前記電圧制御光学変更層（２４）を前記
ＲＦＩＤタグ（１８）で制御する段階と、
を含み、
　さらに、前記光ディスク（１０，５０）をジュークボックスにインストールする段階と
、
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）により前記電圧制御光学変更層（２４）が前記ジュークボッ
クスに動作可能に接続された光ディスク読取装置（２８）に対して前記光ディスクを読取
可能にするように、所定の信号で該ＲＦＩＤタグ（１８）に問合せする段階と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項４９】
　光ディスク（１０，５０）を光ディスク（１０，５０）上の電圧制御光学変更層（２４
）を制御するＲＦＩＤタグ（１８）と動作可能に接続する段階は、１２５ｋＨｚ、１３．
５６ＭＨｚ、９１５ＭＨｚ、及び２４５０ＭＨｚから成る群から選択された周波数付近を
中心とする周波数で作動するＲＦＩＤタグ（１８）と動作可能に接続する段階を含むこと
を特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　前記所定の信号が不在の場合に、前記電圧制御光学変更層（２４）により前記光ディス
ク（１０，５０）を光ディスク読取装置（２８）に対して読取不能にする段階を更に含む
ことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５１】
　前記所定の信号が不在の場合に、前記電圧制御光学変更層（２４）により光ディスク（
１０，５０）を光ディスク読取装置（２８）に対して読取不能にする段階は、圧電層、液
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晶層、及び制御可能な鏡面層から成る群の材料から選択された光学変更層により該光ディ
スク（１０，５０）を読取不能にする段階を含むことを特徴とする請求項５０に記載の方
法。
【請求項５２】
　小売店事業所における窃盗を妨げる方法であって、
　コンテントを光ディスク（１０，５０）上に保存する段階を含み、前記方法は、コンテ
ント層（２２）及び該コンテント層（２２）に重なった電圧制御光学変更層（２４）を用
意する工程及び前記光ディスクにＲＦＩＤタグ（１８）を用意する工程を含み、
　前記方法はさらに、前記電圧制御光学変更層（２４）に動作可能に接続されたＲＦＩＤ
タグ（１８）に対する所定の信号が不在の場合に、前記コンテント層（２２）からのコン
テントの少なくとも一部分の読取りを妨げる段階を含み、
　さらに、光ディスク（１０，５０）をＲＦＩＤタグ（１８）及び電圧制御光学変更層（
２４）に動作可能に接続する段階と、
　所定の信号が不在の場合に前記光ディスク（１０，５０）上のコンテント層（２２）の
少なくとも一部分がアクセス不能であるように、前記電圧制御光学変更層（２４）を前記
ＲＦＩＤタグ（１８）で制御する段階と、
を含み、
　前記電圧制御光学変更層（２４）を制御する段階は、
　前記電圧制御光学変更層（２４）を、前記光ディスク（１０，５０）の少なくとも一部
分を光ディスク読取装置（２８）に対して読取不能にする第１の状態で存在させる段階と
、
　消費者が前記光ディスク（１０，５０）の代金を支払った後に、前記電圧制御光学変更
層（２４）を該光ディスク（１０，５０）が光ディスク読取装置（２８）に対して読取可
能である第２の状態に選択的に変更する段階と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項５３】
　前記選択的に変更する段階は、前記光ディスク（１０，５０）上の前記ＲＦＩＤタグ（
１８）に信号を送る段階を含むことを特徴とする請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　前記光ディスク（１０，５０）上のＲＦＩＤタグ（１８）に信号を送る段階は、店舗販
売時点情報管理装置に組み込まれた問合せ装置（３２）から問合せ信号を送る段階を含む
ことを特徴とする請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記光ディスク（１０，５０）上のＲＦＩＤタグ（１８）に信号を送る段階は、該光デ
ィスク（１０，５０）の代金回収処理を担当する販売店員に付随する携帯式問合せ装置（
３２）から問合せ信号を送る段階を含むことを特徴とする請求項５３に記載の方法。
【請求項５６】
　信号を送る段階は、１２５ｋＨｚ、１３．５６ＭＨｚ、９１５ＭＨｚ、及び２４５０Ｍ
Ｈｚから成る群から選択された周波数付近を中心とする周波数で問合せ信号を送る段階を
含むことを特徴とする請求項５２に記載の方法。
【請求項５７】
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）に関連するメモリにフラグを設定する段階を更に含むことを
特徴とする請求項５２に記載の方法。
【請求項５８】
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）に関連するメモリにフラグを設定する段階は、前記光ディス
ク（１０，５０）が合法的に購入されたことを指示する段階を含むことを特徴とする請求
項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　前記光ディスク（１０，５０）がどこから合法的に購入されたかという指示及びタイム
スタンプをメモリに保存する段階を更に含むことを特徴とする請求項５８に記載の方法。
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【請求項６０】
　光ディスク（５０）、光電池領域（５８）、光コンテント保持層であって該光コンテン
ト保持層の上に符号化されたコンテントを有するようになった光コンテント保持層（２２
）、及び電圧制御光学変更層（２４）を含む光ディスクであって、前記電圧制御光学変更
層（２４）は、前記光コンテント保持層（２２）に重なっており、さらに前記光ディスク
（５０）は、
　電圧出力を有するＲＦＩＤタグ（１８）を含み、該ＲＦＩＤタグは、前記光電池領域（
５８）と動作可能に接続されたＲＦＩＤタグ（１８）であって、光ディスク書き込み装置
（２８）が所定の問合せ信号の前記光電池領域（５８）への書き込みを試みた後に、前記
ＲＦＩＤタグ（１８）が、前記電圧制御光学変更層（２４）に光コンテント保持層（２２
）へのアクセスを許可させる出力電圧を生成する、前記ＲＦＩＤタグ（１８）であって、
前記電圧制御光学変更層（２４）は、前記ＲＦＩＤタグ（１８）と動作可能に接続され、
前記電圧制御光学変更層（２４）は、前記信号の前記光電池領域（５８）へ書き込みが試
みられ、前記ＲＦＩＤタグ（１８）が前記電圧制御光学変更層（２４）への電圧出力にお
いて適切な電圧信号を提供しない限り、前記光コンテント保持層（２２）の少なくとも一
部分へのアクセスを防止することができる、ことを特徴とする光ディスク（５０）。
【請求項６１】
　前記電圧制御光学変更層（２４）は、液晶材料、圧電材料、及び制御可能な鏡面から成
る群から選択された材料を含むことを特徴とする請求項６０に記載の光ディスク。
【請求項６２】
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）は、前記電圧出力を変える前に所定のデータシーケンスに応
答することを特徴とする請求項６０に記載の光ディスク。
【請求項６３】
　前記電圧制御光学変更層（２４）は、前記コンテント層（２２）を読み取ることができ
る１つの状態と該コンテント層（２２）を読み取ることができない１つの状態の２つの状
態で安定な材料を含むことを特徴とする請求項６０に記載の光ディスク。
【請求項６４】
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）は、１２５ｋＨｚ、１３．５６ＭＨｚ、９１５ＭＨｚ、及び
２４５０ＭＨｚから成る群から選択された中心周波数付近の周波数帯域に対して応答する
ことを特徴とする請求項６０に記載の光ディスク。
【請求項６５】
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）は、適切な問合せ信号を受け取ると、前記コンテント層（２
２）が読取可能であるように前記電圧制御光学変更層（２４）を第２の状態に無期限に変
更させる電圧を出力することを特徴とする請求項６０に記載の光ディスク。
【請求項６６】
　前記コンテント層（２２）は、適切な信号の存在とは無関係にアクセス可能な遠隔位置
に接続するためのデータを提供するコンテントを含むことを特徴とする請求項６０に記載
の光ディスク。
【請求項６７】
　前記電圧制御光学変更層（２４）は、前記コンテント層（２２）を、適切な問合せ信号
に曝された後に所定量の時間の間読取可能にすることを特徴とする請求項６０に記載の光
ディスク。
【請求項６８】
　前記ＲＦＩＤタグ（１８）は、問合せ装置（３２）によって生成された問合せ信号に応
答することを特徴とする請求項６０に記載の光ディスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクに対するセキュリティ装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　知的財産の盗用は、エンタテインメント産業で非常に目立つ話題である。音声及び映像
の記録をコピーする技術が長い間この産業を悩ませてきた。デジタル記録の到来は、エン
タテインメント産業から見れば、この問題を悪化させた。過去には、アナログコピーは順
次劣化し、以前のコピーからの次のコピーは、最終的に全て使い物にならなくなった。デ
ジタルコピーは、それぞれが前のコピーと同じように初期状態に近く精密であり、繰返し
複写に対する以前の制約を取り除くものである。
【０００３】
　違法コピーの作成は、エンタテインメント産業に対してやっかいな問題であるが、同様
に問題なのは、作品の認可されたコピーの販売店及びジュークボックスなどからの盗難で
ある。万引きや同様な盗難は、エンタテインメント産業に対して大きな収益の損失を計上
する。ＣＤやＤＶＤなどの光ディスクは、比較的サイズが小さいので、そのような盗難の
目標になりやすく、それらの損失の相当な部分を占める。
【０００４】
　光ディスクを取り囲む更に別のセキュリティ問題がある。ディスクが機密情報を含む場
合、その損失と引き続いて起きるディスクへのアクセスは、情報がディスク上にある個人
又はエンティティに対して問題を引き起こす場合がある。そのような情報とは、財務情報
、個人情報、又は機密の政府情報とすることができるであろう。
　従って、光学ディスクが、認可されたディスク読取装置の使用以外では読み取れないか
、又はその使用が許可されるまで使用できないことを確保するのを助ける装置又は技術の
必要性が残されている。
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願出願番号第０９／６１８，５０５号
【特許文献２】米国特許出願出願番号第０９／６７８，２７１号
【特許文献３】米国特許出願出願番号第１０／１２５，７８６号
【特許文献４】米国特許出願出願番号第１０／１２５，７８３号
【特許文献５】米国特許出願出願番号第１０／１３１，５７６号
【特許文献６】英国特許ＧＢ２，３５４，８３４
【発明の開示】
【０００６】
　本発明は、特別に作られた光ディスクを使用する。光ディスクは、ベース層、データ担
持ピットを備えたアルミニウム層、電圧制御光学変更層、カバー層、及び無線周波数識別
（ＲＦＩＤ）タグを含むことができる。ＲＦＩＤタグは、ＲＦＩＤタグが適切な電磁場の
存在下にある時に、光学読取装置がディスク上のデータを読む機能を制御するための命令
をＲＦＩＤタグが電圧制御光学変更層に送るように、電圧制御光学変更層と関連する。
【０００７】
　電圧制御光学変更層に対する命令は、データ担持ピットを読み取ることができるように
光学変更層を透明にするか、又は、データ担持ピットが読み取まれないようにこの層を不
透明にすることができるように設計することができる。更に、命令と光学変更層は、層が
変更された状態で層がそのまま変わらないように設計することができる。ＲＦＩＤタグは
、ＲＦＩＤタグが、受け取られたプロトコル又は指令次第で電圧制御光学変更層に別の挙
動を引き起こすように、異なるプロトコル又は指令に対して応答することができる。
　例示的な実施形態では、電圧制御光学変更層は、液晶材料、又は電圧の存在の有無で屈
折率が変わる他の材料で形成することができる。
【０００８】
　本発明には、機密情報を含む光ディスク用のセキュリティ装置などのいくつかの用途が
ある。情報は、適切な形式のＲＦＩＤ問合せ装置を組み込んだ光ディスクプレーヤによっ
てのみ読み取ることができる。本発明は、許可を受けたジュークボックスで使用される場
合以外はディスクが透明にされるようにジュークボックスシステムで使用することができ
る。本発明は、光ディスクがレジで問合せされない限りディスクが読み取れない小売り環
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境において、電子物品監視（ＥＡＳ）装置として使用することができる。売買取引の間の
問い合わせの後で、光学変更層は、ディスクが正常に使用することができるように、透明
になるように命令されるであろう。本発明はまた、ペー・パー・プレイ業務、ソフトウエ
ア認証、及びネットワークスキーム上での支払いに使用することができる。
【０００９】
　代替の実施形態は、同じセキュリティ上の目的に対して、光ディスクの全ての光学部分
をＲＦＩＤタグと組み合わせることができる。全ての光学部分がレーザによって適正に問
い合わせされない場合、光ディスクは、読取不能とすることができる。
　当業者は、添付図面に関連した好ましい実施形態の以下の詳細説明を読んだ後で、本発
明の精神を評価し、それらの更に別の態様を認めるであろう。
　本明細書に組み込まれてその一部を形成する添付図面は、本発明のいくつかの態様を示
し、その説明と共に本発明の原理を説明するのに役立つものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下に示されている実施形態は、当業者が本発明を実行することができる本発明の最良
の形態を示すために必要な情報を示す。添付図面に照らして以下の説明を読めば、当業者
は、本発明の概念を理解し、かつ本明細書で特に示されていないこれらの概念の用途を認
識するであろう。これらの概念と用途は、本開示の精神と特許請求の範囲に含まれること
を理解すべきである。
　本発明は、図１に例示された光ディスク１０のような光ディスクの使用に十分適する。
公知のように、光ディスク１０は、中心孔１２、非情報担持中心環帯１４、及び情報担情
環帯１６を有する。光ディスク１０は、コンパクトディスク、ＤＶＤ、ミニディスクなど
のようなものであるが、情報を保存するか又はコンピュータ又はオーディオ／ビジュアル
プレーヤのようなデータ処理装置による後からの回復と使用のために、光ディスク上のア
プリケーションを実行することができるように設計される。光ディスク１０は、光ディス
ク１０のどこかに配置された無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグ１８を更に保持することが
できる。
【００１１】
　ＲＦＩＤタグ１８は、以前に本発明の出願人により販売された「ＭＩＣＲＯＩＮＳＥＲ
Ｔ」又は「ＯＮＥＴＡＧ」チップに相当するようなものである。これらの素子は、出願日
が２０００年７月１８日の米国特許出願出願番号第０９／６１８，５０５号、及び出願日
が２０００年１０月３日の第０９／６７８，２７１号の実施形態であり、それらは両方と
も本明細書においてその全内容が引用により組み込まれている。ＲＦＩＤタグ１８は、Ｉ
ｎｔｅｒｍｅｃ社の「ＩＮＴＥＬＬＩＴＡＧ」問合せ装置と対話が可能であり、両方とも
出願日が２００２年４月１８日で両方とも本明細書においてその全内容が引用により組み
込まれている、米国特許出願出願番号第１０／１２５，７８６号及び第１０／１２５，７
８３号などのいくつかの本出願人による特許明細書に詳述されている。「ＯＮＥＴＡＧ」
と「ＭＩＣＲＯＩＮＳＥＲＴ」チップは、アクティブとパッシブのトランスポンダの両方
を具体化し、両方の形式が本発明に使用されるように意図されている。ＲＦＩＤタグ１８
は、どのような周波数でも作動可能であるが、特に、１２５ｋＨｚ、１３．５６ＭＨｚ、
９１５ＭＨｚ、及び２４５０ＭＨｚ付近を中心とする帯域が意図されている。
【００１２】
　例示的な実施形態では、ＲＦＩＤタグ１８は、非情報担持中心環帯１４上に配置され、
本明細書においてその全内容が引用により組み込まれている、出願日が２００２年４月２
４日の米国特許出願出願番号第１０／１３１，５７６号の教示に従って光ディスク１０に
関連したアンテナ１９を使用する。低周波数用のコイルアンテナ、ダイポールアンテナ、
パッチアンテナ、Ｆアンテナなどの別のアンテナ１９も必要又は要望に応じて使用するこ
とができる。アンテナ１９への連結は、容量性又は誘導性反応素子のような適切な素子を
使用して、電気、電磁気、磁気、静電気などの任意の手段を通じて行うことができる。
【００１３】
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　光ディスク１０は、図２に断面図が示されているが、上部にデータ担持ピット（図示し
ない）を有するアルミニウム層２２で覆われた中心のポリカーボネート層２０から始まる
ことが分る。光ディスク１０が両面ＤＶＤ（図示）の場合に、アルミニウム層２２は、ポ
リカーボネート層２０の両側に存在することができる。アルミニウム層２２に対応するの
は、電圧制御光学変更層２４である。電圧制御光学変更層２４は、ＲＦＩＤタグ１８によ
って提供された出力電圧に対して作動的に接続される。電圧制御光学変更層２４は、例示
的な実施形態では、照射の極性を散乱又は変更する液晶材料のようなものである。適切な
液晶材料は、捩れたネマチック形式であり、レーザビームが液晶材料を通過してアルミニ
ウム層２２のビットを読み取ることができる反射性であるか、又は層がクロス極性フィル
タを形成する非反射性であるかのいずれかのディスクを作ることができる。代替的に、照
射レーザスポットの焦点をぼかすように反射率が変わる材料を使用することができる。別
の材料は、読取り特性を制御することができる光学層の背後の制御可能な鏡面にすること
ができる。更に別の任意選択肢として、光ディスク１０の表面を変形させ、自動焦点式レ
ーザが表面の変化を十分な速度で追跡できないプラスチックフィルムのフッ化ジフェニル
ポリビニルなどの圧電層を使用することができる。別の任意選択肢は、レーザのモノトー
ンカラーが選択的に吸収されるように、エレクトロクロミック材料を含めることである。
そのようなエレクトロクロミック材料の例は、ルテチウム・ジフタロシアニンである。
【００１４】
　複数の材料を使用することができるが、望ましい最終結果は、ＲＦＩＤタグ１８が、電
圧制御光学変更層２４を適正にバイアスするために出力電圧を印加していない限り、ディ
スクを読み取ることができないということである。この問題に対する更なる情報として、
本明細書においてその全内容が引用により組み込まれている英国特許ＧＢ２，３５４，８
３４が参照される。ＲＦＩＤタグ１８は、問合せ装置３２からＲＦＩＤタグ１８が適正な
認証を受け取っている時に、適正な出力電圧を生成するだけである（図３参照）。
　最後に、光ディスク１０を覆うのは、原因となる切り傷や引っ掻きなどから光ディスク
１０を保護するカバー層２６である。そのようなカバー層は、光ディスク１０の業界では
普通のことであり、ポリカーボネート材料を使用して行われる。
【００１５】
　光ディスク１０が使用中されている事例は図３に示され、公知のように、光ディスクプ
レーヤ２８は、光ディスク１０に対して読み取り及び／又は書き込みをするレーザヘッド
３０を含む。光ディスクプレーヤ２８は、「ＩＮＴＥＲＭＥＣ」などで販売されている問
合せ装置のような問合せ装置３２を更に含むことができる。問合せ装置３２は、光ディス
クプレーヤ２８の内部に示されているが、問合せ装置３２は、可搬式、携帯式、又は光デ
ィスクプレーヤ２８の外側に取り付けられた固定式ユニットにすることができることは当
然である。
【００１６】
　光ディスクプレーヤ２８は、問合せ装置３２とレーザヘッド３０とを制御するＣＰＵ３
４のようなプロセッサを組み込むことができる。ＣＰＵ３４は、更にモデム３６を通じて
遠隔位置と通信することができる。代替的又は付加的に、問合せ装置３２はまた、遠隔位
置と通信するためにモデム３８を組み込むことができる。両方の例では、遠隔位置は、イ
ンターネット、ＰＳＴＮ、又は他の通信ネットワークのようなネットワークに接続するこ
とができる。モデム３６及び３８は、それぞれ、必要又は要望に応じて無線モデム、ＩＳ
ＤＮモデム、電話線モデム、ケーブルモデムなどとすることができる。問合せ装置３２が
、光ディスクプレーヤ２８内に構築され、かつ問合せ装置３２が光ディスクプレーヤ２８
とは異なるエンティティである時により存在する可能性が高い場合には、モデム３８は、
二重にすることができる。
【００１７】
　当然のことながら、図３の構成要素は、更に再編成することができる。例えば、ＤＶＤ
／ＣＤＲＷドライブとそれに関連する問合せ装置を備えた従来のパーソナルコンピュータ
は、特に本発明と共に使用されるように意図されている。
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　本発明の一般的な使用法が図４に示され、特に、意図された実施形態が図５－９に示さ
れている。最初に、本発明による光ディスク１０は、光ディスクプレーヤ２８にインスト
ールされる（ブロック１００）。光ディスクプレーヤ２８は、レーザヘッド３０を始動さ
せる（ブロック１０２）。電圧制御光学変更層２４は、最初は不透明であり、又はそうで
なければ、レーザヘッド３０からのレーザを拡散し、従って、レーザは、解釈のためにレ
ーザヘッド３０に戻されない（ブロック１０４）。
【００１８】
　問合せ装置３２もまた始動され、光ディスク１０上のＲＦＩＤタグ１８と通信する（ブ
ロック１０６）。この問合せは、レーザヘッド３０が始動される前にレーザの最初の使用
と同時に行われるか、又は、必要又は要望に応じて引き続いて行われる。問合せ装置３２
からの問合せ信号の存在に対応して、ＲＦＩＤタグ１８は、電圧制御光学変更層２４に電
圧を出力する（ブロック１０８）。
　電圧制御光学変更層２４に加えられた電圧は、アルミニウム層２２のピットがレーザに
よって読み取ることができるように、電圧制御光学変更層２４の特性を変化させる（ブロ
ック１１０）。ここで、レーザヘッド３０は、アルミニウム層２２のピットから反射する
レーザの戻り信号を取得する（ブロック１１２）。戻り信号は、復調されて従来のように
変換され、必要又は要望に応じて、光ディスク２８は、再生などのために出力装置に信号
を提供する。適切な時に問い合わせ信号が送られた場合、光ディスクプレーヤ２８は、レ
ーザヘッド３０において常に戻りの信号を取得することが可能であることに注意すべきで
ある。
　この処理の変形は、問合せ信号が存在しない場合に光ディスク１０が再度読取り不能に
なるように、問合せ装置３２から連続した問合せ信号を要求することを含む。
【００１９】
　代替的に、電圧制御光学変更層２４は、光ディスク１０のコンテントの単一の再生に相
当する所定の時間の間、又は、必要又は望むような他の時間枠の間、変更されたままにな
ることがある。この概念の例示的な実施形態では、ＲＦＩＤタグ１８が既知の閾値電圧ま
で充電するコンデンサ（図示しない）とＲＦＩＤタグ１８を関連付けることができる。閾
値電圧は、電圧制御光学変更層２４に加えられ、光ディスク１０を読み取ることができる
条件に保持される。ある期間に亘ってコンデンサをゆっくり放電するために、レジスタ又
は他の機構を使用することができる。好ましい実施形態では、光ディスク１０が読取不能
な状態に電圧制御光学変更層２４が変化する前に、所定の時間が経過するように放電率が
選択される。別の任意選択肢として、ＲＦＩＤタグ１８は、ＲＦＩＤタグ１８がコンデン
サを放電することができるか又はそうでなければ電圧制御光学変更層２４の挙動を変更す
ることができる所定の時間が経過するまでサイクルを数える低エネルギクロック装置を駆
動するのに十分な電荷をコンデンサに蓄えることができる。更に別の任意選択肢として、
光ディスク１０が光電池層を含む場合は（図１０に示すように）、レーザの使用により層
からの電荷を除去することができるであろう。従って、光ディスク１０を何回も使用した
後は、層が放電されて、光ディスク１０は読取不能になるはずである。太陽光線ではなく
レーザが光電池層を放電することを確保するために、フィルタを使用することができるで
あろう。必要又は要望に応じて、更に別の時間遅延放電の機構を使用することができる。
　更に別の任意選択肢として、適切な問合せ信号の存在により、ＲＦＩＤタグ１８に対し
て、電圧制御変更子層２４を無期限に変え、ディスク１０を使用するために更なる問合せ
が必要なくなるように命令させることができる。これらの概念は、図５－９に関連して以
下により詳細に考察される。
【００２０】
　図５に開示された実施形態は、光ディスク１０が秘密又は機密情報を包含するか又は包
含することになる全ての状況に適する。そのような状況は、個人情報、財務情報、及び／
又は軍事又は政府情報を含む。最初に、光ディスク１０は、光ディスクプレーヤ２８にイ
ンストールされる（ブロック１５０）。最初は、光ディスク１０は、光ディスクプレーヤ
２８によって使用することができない。特に、光ディスクプレーヤ２８は、光ディスク１
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０を読み取ることも光ディスク１０に書き込むこともできない（ブロック１５２）。ユー
ザは、問合せ装置３２を通じて問合せ信号を取り寄せることができる（ブロック１５４）
。問合せ装置３２は、光ディスクプレーヤ２８近くに保持されたバッテリ電源キーのよう
に光ディスクプレーヤ２８と一体化するか又は外部装置にして、光ディスクプレーヤ２８
の壁面を通じてＲＦＩＤタグ１８に問合せ信号を送ることができる。問合せ信号の存在で
ＲＦＩＤタグ１８は電圧を出力し、電圧制御光学変更層２４の光学特性を変更する（ブロ
ック１５６）。
【００２１】
　光ディスク１０が、追記型、読取専用型、又は読取書込型ディスクの場合、問合せ信号
の存在下でこれらの機能は実行可能である（ブロック１５８）。光ディスク１０が追記型
ディスクの場合、メモリ（図示しない）は、ディスクが書込みされたか否かを追跡するた
めに使用することができる。メモリは、光ディスク１０がそこで実行される別の書込み指
令を保持できないように、ＲＦＩＤタグ１８とインタフェースで接続することができる。
【００２２】
　図６は、ソフトウエアが認証され、インターネットなどのネットワークを通じて支払い
が行われる実施形態を例証する。この実施形態では、光ディスクプレーヤ２８又は問合せ
装置３２は、モデム３６及び／又は３８又はネットワーク接続のような遠隔位置との接続
を有することができる。光ディスク１０は、光ディスクプレーヤ２８にインストールされ
る（ブロック２００）。光ディスクプレーヤ２８は、レーザヘッド３０を始動し、戻りの
信号の検出に失敗する（ブロック２０２）。ＣＰＵ３４は、このフィールドの戻り信号を
検出し、光ディスク１０の使用の認証を確保することができるように、ネットワーク上の
遠隔位置に対する接続が行われるという指令を生成することができる。遠隔位置に対する
アドレス又はコンタクト情報は、電圧制御光学変更層２４によって遮られない光ディスク
１０の部分に配置することができる。代替的に、光ディスクプレーヤ２８及び／又は問合
せ装置３２は、特定的な遠隔位置に自動的に接続することができる。遠隔位置は、どの形
式の指令がディスクプレーヤ２８を始動したかを判断するために、ＣＰＵ３４又は他の装
置を調べることができる。指令がインストール指令又は再生指令の場合は、処理を続ける
ことができる。しかし、指令がコピー指令の場合は、処理は終了する。
【００２３】
　遠隔位置は、支払いの処理を始動する（ブロック２０６）。従って、支払い情報は、光
ディスク１０を使用しようとする個々の試みから保護することができる。支払い情報は、
クレジットカード読取装置、キーボードによるマニュアル入力、又は、必要又は要求に応
じた他の適切な手段を通じて保護することができる。支払いは、必要又は要求に応じて、
利用回数料金制度又はインストール回数料金制度に基づいて行われる。支払いの確保が満
足されると、遠隔位置は、適切な問合せ信号を生成するために問合せ装置３２に信号を送
ることができる（ブロック２０８）。この信号は、必要又は要求に応じて、またモデム３
８の存在に依存して、ＣＰＵ３４を経由するか又は問合せ装置３２に直接ルーティングさ
れる。問合せ信号が生成され、ＲＦＩＤタグ１８は、問合せ信号を受信する（ブロック２
１０）。電圧制御光学変更層２４は変更され、レーザヘッド３０は、戻りの信号を生成す
る（ブロック２１２）。光ディスク１０のコンテントのインストール又は再生は、続ける
ことができる（ブロック２１４）。
【００２４】
　同様に、ペー・パー・ビュー映画又は他のペー・パー・プレイ業務を認証するために本
発明を使用することができる。これは、図７に示されている。処理は、光ディスク１０が
光ディスクプレーヤ２８にインストールされる（ブロック２５０）という点で非常に類似
している。光ディスクプレーヤ２８は、光ディスク１０を読み取るための指令を使用して
レーザヘッド３０を始動し、戻りの信号を受け取らない（ブロック２５２）。戻りの信号
がないことを認識すると、ＣＰＵ３４又は他のエンティティは、遠隔の接続を確立する（
ブロック２５４）。遠隔位置のためのアドレス又はコンタクト情報は、電圧制御光学変更
層２４によって遮られない光ディスク１０の部分に配置することができる。代替的に、光
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ディスクプレーヤ２８及び／又は問合せ装置３２は、特定的な遠隔位置と自動的に接続す
ることができる。
【００２５】
　遠隔位置と通信した状態で、光ディスク１０上の単一のコンテントの再生を認証するた
めに、支払い業務を開始することができる（ブロック２５６）。遠隔位置は、ユーザが実
際に光ディスク１０を再生しようとするのか又は光ディスク１０をコピーしようとするの
か否かを見るために、ＣＰＵ３４を調べることができる。後者の場合には、支払い業務は
取り消されるか、又は二度と始動しないようにすることができる。このようにして、コピ
ー行為を防ぐことができる。
【００２６】
　支払いが確保された状態で、遠隔位置は、問合せ信号を認証することができる（ブロッ
ク２５８）。支払い情報は、クレジットカード読取装置、キーボードによるマニュアル入
力、又は、必要又は望むような他の適切な手段によって保護することができる。支払いは
、利用回数料金制度、インストール回数料金制度、又は必要又は望むような他の制度によ
って行うことができる。問合せ装置３２は、問合せ信号を生成し、この信号は、光ディス
ク１０上のＲＦＩＤタグ１８によって受け取られる（ブロック２６０）。ＲＦＩＤタグは
、電圧制御光学変更層２４の特性を変えるために必要とされる電圧を出力し、ここで、レ
ーザは、レーザヘッド３０によって受け取られる戻りの信号を生成することができる（ブ
ロック２６２）。光ディスク１０上のコンテントは、次に再生される（ブロック２６４）
。ＣＰＵ３４、問合せ装置３２、又はＲＦＩＤタグ１８に関連するメモリは、ＲＦＩＤタ
グ１８によって出力された電圧が、光ディスクをもはや読取不能に、すなわちコンテント
が一度再生された後は読取りできなくするように変更されるのに何時が適切であるかを追
跡することができる。
【００２７】
　更に別の実施形態は図８に示され、ジュークボックス（特に示されていない）又は同様
な再生装置は、コンテントを有する複数の光ディスク１０を含むことができる。これらの
光ディスク１０は、それぞれ、盗まれた場合にジュークボックスのオペレータに財政的に
危害を与えるような投資を表す。この実施形態の目的のために、ジュークボックスは、機
能するための光ディスクプレーヤ２８を含むので光ディスクプレーヤ２８に類似している
。そのような盗難を防ぐのに役立つために本発明は有用である。光ディスク１０は、ジュ
ークボックス内に配置される（ブロック３００）。ジュークボックスは、ジュークボック
ス全体に亘って望ましい問合せ信号を生成することができる（ブロック３０２）。代替と
して、問合せ信号は、ジュークボックス内の光ディスクプレーヤ２８の内部又は周辺領域
に限定することができる。どちらの場合も、光ディスク１０は、ジュークボックス内で正
常に再生される（ブロック３０４）。ある時点で、光ディスク１０は、ジュークボックス
から除去され、従って、問合せ信号の存在から取り除かれる（ブロック３０６）。問合せ
信号が存在しないと、光ディスク１０上のＲＦＩＤタグ１８は、電圧制御光学変更層２４
の光学特性を変えるために必要とされる出力電圧を生成せず、従って、光ディスク１０は
もはや再生されない（ブロック３０８）。これは、窃盗は予防しないが、窃盗犯がもはや
使用可能な光ディスク１０を持たず、そのような機能しない光ディスク１０を誰も買わな
いので、窃盗のインセンティブをなくしてしまうことになる。
【００２８】
　別の実施形態が図９に示されている。この実施形態は、小売り環境で窃盗を低減したり
防いだりするのに役立たせることに関連する。この実施形態は、電圧制御光学変更層２４
が２つの異なる状態で安定していることを要求する。第１の状態は、アルミニウム層２２
を読取不能にする。第２の状態は、アルミニウム層２２を読取可能にする。先に参照した
’８３４英国特許に双安定材料に関する更なる情報を見つけることができる。いずれの状
態もＲＦＩＤタグ１８からの信号のない状態に維持することができるが、ＲＦＩＤタグ１
８からの信号は、これらの２つの状態間で電圧制御光学変更層２４を遷移させることがあ
る。この２つの状態の電圧制御光学変更層２４の使用は、光ディスク１０が第１の読取不
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能の状態におかれた時（ブロック３５０）に始まる。これは、製造中、小売り環境への到
達時、又は、必要か又は望ましい時に行うことができる。
【００２９】
　消費者は、光ディスク１０を認証された場所で購入する（ブロック３５２）。公知のよ
うに、これは、店内のラックから光ディスクを取り出してレジまで持ってくるか、又は同
様な挙動を必要とする。小売り事業所の店員は、光ディスク１０のための支払いを確保す
る（ブロック３５４）。支払いは、現金、小切手、クレジットカード、又はデビットカー
ドなどの任意の従来の方法で行われる。店員は、次に、光ディスク１０に認証された位置
の近くで生成された問合せ信号を受けさせる（ブロック３５６）。問合せ信号は、携帯用
問合せ装置３２によって生成することができ、又は、問合せ装置３２は、必要又は要望に
応じてキャッシュレジスタなどの店舗販売時点情報管理装置と一体化することができる。
　ＲＦＩＤタグ１８は、問合せ信号を受け取り、電圧制御光学変更層２４に電圧を出力す
る（ブロック３５８）。電圧制御光学変更層２４は、第２の読取可能な状態に変化し（ブ
ロック３６０）、消費者は、光ディスク１０を正常に使用することができる（ブロック３
６２）。電圧制御光学変更層２４は、無期限に第２の読取可能な状態にとどまる。
【００３０】
　本発明は、図８に関連して説明するように、単に電圧制御光学変更層２４を変えるだけ
に限定されることはなく、同じく電子物品監視（ＥＡＳ）機能、在庫管理、又は物流と組
み合わせることができる。例えば、ＲＦＩＤタグ１８が１３．５６ＭＨｚの中心周波数で
作動する場合、ディスクを読取可能にするためにブロック３５６でＲＦＩＤタグ１８に問
合せ信号が送られると、同様にフラッグもＲＦＩＤタグ１８内のメモリに設定することが
できる。このフラグは、光ディスク１０が合法的に購入されたことを表示することができ
る。更に別のフラグを設定するか又は第１のフラグに組み込むこともできる。別のフラグ
は、時刻を記録すると同時に、光ディスク１０がどこから購入されたかを表示することが
できる。店舗の出口に配置されたスキャナは、不正なフラグのＲＦＩＤタグ１８が検出さ
れた場合に、警告音を鳴らすことができる。そのようなスキャナとフラグの設定は、ＥＡ
Ｓ分野では普通のことである。これはセキュリティを追加し、また、製品が棚から持ち去
られて、次に領収書が紛失したというクレームをつけて直接払い戻しステーションに持ち
込まれる窃盗の回避に役立つ。この二重のセキュリティ対策は、窃盗を強力に阻止するこ
とができる。
　図９の実施形態は、例えば、図書館などの小売事業所ではない他の施設でも使用するこ
とができ、小売り事業所に限定されないことに注意すべきである。更にこの実施形態は、
本質的に光ディスク１０の窃盗を回避しないが、電圧制御光学変更層２４をその第２の読
取可能な状態に変更する問合せ信号が印加されていない光ディスク１０は価値がないこと
から、窃盗の動機を排除することになる。
【００３１】
　この概念に対して多くの変形が可能である。例えば、この概念はまた、米国国防省で使
用されるような光メモリカードに適用することができる。別の任意選択肢は、図１０に例
証されるような全光学タグ／ディスク５０である。そのような光学ディスク５０は、中心
孔５２、非情報担持環帯５４、及び情報担持環帯５６を含むという点で光ディスク１０と
同等である。先に説明したように、光学ディスク５０上にＲＦＩＤタグ１８を配置し、先
に説明したように、電圧制御光学変更層２４と接続させることができる。更に、ＲＦＩＤ
タグ１８は、アモルファスシリコン又はポリマー半導体の光電池領域５８に接続させるこ
とができる。代替的に、光電池領域５８は、焦電気性領域にすることができる。光学ディ
スク５０を使用するために、光ディスク書込装置は、最初に、ＲＦＩＤタグ１８を始動す
る電圧を発生させる光電池領域５８に特定コードの書込みを試みなければならない。レー
ザの変調によりＲＦＩＤタグ１８にデータ入力が提供され、その入力が正しい場合に、Ｒ
ＦＩＤタグ１８は、一時的な読取りのために電圧制御光学変更層２４をクリアするか、又
は、上述の双状態安定性材料を使用して、光学ディスク５０を無期限に使用することがで
きるようにする。この技術は、単独で使用することができ、又は、割り当てられたセキュ
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することもできる。
【００３２】
　一般的に、問合せ信号の有無が電圧制御光学変更層２４に電圧信号を送るためにＲＦＩ
Ｄタグ１８を始動するのに使用されてきたが、ＲＦＩＤタグ１８に指令を受け入れさせる
所定のデータシーケンスを問合せ装置３２が送るまで、ＲＦＩＤタグ１８が問合せされて
通常の方法で応答することができることに更に注意すべきである。この所定のデータシー
ケンスが受け取られて承認された後に、問合せ装置３２は、電圧制御光学変更層２４を変
化させる望ましい出力電圧を提供するためにＲＦＩＤタグ１８に指令を送ることができる
。
【００３３】
　本発明は、光ディスク１０全体を使用不能にする観点から表されてきたが、同じ結果を
達成するために光ディスク１０の一部分だけを使用不能にすることができることに注意す
べきである。例えば、ＤＶＤ上の国別コードと索引情報を使用不能にすることにより、Ｄ
ＶＤを読取不能にして同じ結果を達成することができる。
　当業者は、本発明の好ましい実施形態に対する改良及び修正を認識するであろう。従っ
て、それらの改良及び修正は、全て本明細書に開示された概念の範囲及び特許請求の範囲
であると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】ＲＦＩＤタグが配置された光ディスクを示す図である。
【図２】図１の線２－２に沿ったＲＦＩＤタグを有するディスクの断面図である。
【図３】ＲＦＩＤ問合せ装置を有する簡略化されたディスクプレーヤを示す図である。
【図４】本発明の例示的な使用法を一般的に概説する流れ図である。
【図５】機密情報を含む光ディスクを備えた本発明の使用法を概説する流れ図である。
【図６】ソフトウエア認証とネットワークを経由した支払いとに関する本発明の使用法を
概説する流れ図である。
【図７】ペー・パー・プレイ業務における本発明の使用法を概説する流れ図である。
【図８】ジュークボックス業務における本発明の使用法を概説する流れ図である。
【図９】小売店での窃盗防止業務における本発明の使用法を概説する流れ図である。
【図１０】全ての光学部分がセキュリティ用途になっている光ディスクを示す図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１０　光ディスク
　１２　中心孔
　１４　非情報担持中心環帯
　１６　情報担情環帯
　１８　無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグ
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